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〇
法
務
省
告
示
第
二
号

公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
八

条
及
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二

十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及

び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
規
定
に
よ

る
指
定
の
件
（
平
成
十
三
年
法
務
省
告
示
第
四
百
四
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
効

力
を
生
ず
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
四
日

法
務
大
臣

仙
谷

由
人

「
福
岡
法
務
局
吉
井
支
局
」
を
削
る
。

〇
法
務
省
告
示
第
三
号

左
記
の
者
の
申
請
に
係
る
日
本
国
に
帰
化
の
件
は
、
こ

れ
を
許
可
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
四
日

法
務
大
臣

仙
谷

由
人

住
所
静
岡
県
御
前
崎
市
御
前
崎
1
6
2
3番
地
１

曲
小
龍
昭
和
5
5年
２
月
1
5日
生

住
所
大
阪
市
鶴
見
区
今
津
中
４
丁
目
１
番
2
7号

朱
双
燕
昭
和
4
3年

1
1月

2
5日
生

李
朱
音
平
成
1
0年
５
月
2
8日
生

住
所
静
岡
市
清
水
区
蒲
原
7
5
1番
地
1
0

林
沛
征
昭
和
4
6年

1
0月
４
日
生

陳
杉
昭
和
4
7年

1
1月

1
6日
生

林
成
浩
平
成
９
年
６
月
８
日
生

林
成
博
平
成
1
7年

1
1月

2
4日
生

〔
告

示
〕

〇
社
債
等
登
録
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
の

会
社
並
び
に
社
債
等
登
録
法
施
行
規
則
第

十
二
条
第
一
項
の
登
録
機
関
及
び
そ
の
支

店
の
指
定
に
関
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
金
融
庁
・
法
務
一
）

J

〇
市
の
名
称
変
更
の
件
（
総
務
一
）

〇
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
電
子
署
名
の
方
式

等
に
関
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
法
務
一
）

〇
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者

の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
る
指
定
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
）

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件
（
同
三
）

〇
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、

登
録
認
定
機
関
の
業
務
を
廃
止
し
た
件

（
農
林
水
産
一
）

K

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
同
二
〜
九
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
件

（
国
土
交
通
一
〜
四
）

M

〇
航
路
標
識
に
関
す
る
件

（
海
上
保
安
庁
一
〜
七
）

〇
水
路
測
量
の
実
施
に
関
す
る
件
（
同
八
）

O

〇
道
路
に
関
す
る
件（
関
東
地
方
整
備
局
一
）

P

特
殊
法
人
等

公
立
学
校
共
済
組
合
役
員
の
退
職
及
び
就

職
関
係

L
J

会
社
そ
の
他

L
K

〇
道
路
に
関
す
る
件（
近
畿
地
方
整
備
局
一
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件
（
同
二
〜
四
）

〇
道
路
に
関
す
る
件（
九
州
地
方
整
備
局
一
）

〔
国
会
事
項
〕

Q

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

法
務
省

会
計
検
査
院

群
馬
県

大
阪
府

Q

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

R

〔
褒

賞
〕

J
I

〔
皇
室
事
項
〕

J
I

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る

基
本
計
画
の
変
更
の
公
表
に
つ
い
て

（
農
林
水
産
省
）

J
I

〔
資

料
〕

閣
議
決
定
等
事
項

J
J

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
会
社
更
生
、

再
生
関
係

J
J

〇
金
融
庁

法
務
省
告
示
第
一
号

社
債
等
登
録
法
施
行
令
（
昭
和
十
七
年
勅
令
第
四
百
九
号
）
第
一
条
第
一
項
（
同
令
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）の
会
社
並
び
に
社
債
等
登
録
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
七
年
大
蔵
司
法
省
令
第
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
登

録
機
関
及
び
そ
の
支
店
の
指
定
に
関
す
る
件
（
昭
和
十
七
年
四
月
大
蔵
省

司
法
省
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
二
十
三
年
一
月
四
日

金
融
庁
長
官

三
國
谷
勝
範

法
務
大
臣

仙
谷

由
人

一
及
び
二
中
「
株
式
会
社
新
生
銀
行

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目

株
式
会
社
新
生
銀
行
本
店

」を「
株
式
会
社
新
生
銀
行

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
二
丁
目

株
式
会
社
新
生
銀
行
事
務
集
中
部
」
に
改
め
、
四
中
株
式
会
社
筑
波
銀
行
の
項
の
次
に
「
株
式
会
社
新
生
銀
行

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
二
丁
目

株
式
会
社
新
生
銀
行
事
務
集
中
部
」
を
加
え
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
一
号

市
の
名
称
変
更

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
埼
玉
県
K
田
市
か
ら
次
の
と

お
り
市
の
名
称
を
変
更
す
る
報
告
が
あ
っ
た
旨
、
同
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
埼
玉
県
知
事
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
四
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

一

変
更
後
の
名
称

蓮
田
市

二

名
称
を
変
更
す
る
日

平
成
二
十
三
年
一
月
四
日

〇
法
務
省
告
示
第
一
号

指
定
公
証
人
の
行
う
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
に
関

す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
法
務
省
令
第
二
十
四
号
）
第
九

条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
令
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
法
務
大

臣
が
指
定
す
る
電
子
署
名
の
方
式
等
に
関
す
る
件
（
平
成

十
九
年
法
務
省
告
示
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

こ
の
改
正
は
、
告
示
の
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
四
日

法
務
大
臣

仙
谷

由
人

１
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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